
  

　 第　１　号　 第　１　号　 第　１　号　 第　１　号

　  　平成25年度長野県一般会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　　　(歳入歳出予算の補正）

　　第１条　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ68億5,634万1千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,455億6,515

　　  万4千円とする。

　　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」

　　  による。

　　　(繰越明許費）

　　第２条　地方自治法第213条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第２表　繰越明許費」による。

　　　(債務負担行為の補正）

　　第３条　債務負担行為の追加は、「第３表　債務負担行為補正」による。

　　　(地方債の補正）

　　第４条　地方債の変更は、「第４表　地方債補正」による。
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　　第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

7 分 担 金 及 び 負 担 金 2,009,081 12,600 2,021,681

2 負 担 金 1,844,556 12,600 1,857,156

9 国 庫 支 出 金 97,328,044 5,055,514 102,383,558

2 国 庫 補 助 金 40,201,854 5,027,354 45,229,208

3 委 託 金 2,751,010 28,160 2,779,170

10 財 産 収 入 1,941,403 102 1,941,505

1 財 産 運 用 収 入 1,258,443 102 1,258,545

11 寄 付 金 53,687 500 54,187

1 寄 付 金 53,687 500 54,187

12 繰 入 金 36,181,751 1,556,679 37,738,430

2 基 金 繰 入 金 35,428,402 1,556,679 36,985,081

13 繰 越 金 341,566 111,452 453,018

歳 　　　　　　　　　入



  

1 繰 越 金 341,566 111,452 453,018

14 諸 収 入 81,711,587 110,494 81,822,081

7 雑 入 1,962,562 110,494 2,073,056

15 県 債 125,130,134 9,000 125,139,134

1 県 債 125,130,134 9,000 125,139,134

歳 入 合 計 838,708,813 6,856,341 845,565,154

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

2 総 務 費 36,076,461 27,431 36,103,892

1 総 務 管 理 費 18,899,162 1,470 18,900,632

2 企 画 費 3,355,988 20,017 3,376,005

9 生 活 文 化 費 1,264,113 5,944 1,270,057

3 民 生 費 109,814,702 143,017 109,957,719

1 社 会 福 祉 費 80,105,517 73,765 80,179,282

歳 　　　　　　　　　出
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2 児 童 福 祉 費 14,564,395 69,252 14,633,647

4 衛 生 費 25,933,252 2,610,416 28,543,668

1 医 務 費 11,338,512 2,601,859 13,940,371

4 公 衆 衛 生 費 6,575,643 3,557 6,579,200

6 薬 務 費 290,948 5,000 295,948

5 労 働 費 5,194,642 455,733 5,650,375

1 労 政 費 74,080 2,279 76,359

2 職 業 能 力 開 発 費 1,741,803 303,454 2,045,257

3 雇 用 対 策 費 3,301,103 150,000 3,451,103

6 環 境 費 2,687,199 3,633 2,690,832

1 環 境 管 理 費 2,082,207 3,633 2,085,840

7 農 林 水 産 業 費 43,537,677 676,629 44,214,306

1 農 業 費 11,384,323 308,750 11,693,073

3 農 地 費 9,342,921 210,497 9,553,418

4 林 業 費 21,701,146 154,716 21,855,862



  

5 水 産 業 費 334,826 2,666 337,492

8 商 工 費 79,517,004 46,200 79,563,204

2 観 光 費 891,186 46,200 937,386

9 土 木 費 99,344,705 2,817,000 102,161,705

2 道 路 橋 梁 費 40,027,614 1,258,000 41,285,614

3 河 川 費 9,626,246 839,000 10,465,246

4 砂 防 費 11,007,098 667,000 11,674,098

5 都 市 計 画 費 10,132,625 53,000 10,185,625

10 警 察 費 42,417,605 859 42,418,464

1 警 察 管 理 費 38,592,038 859 38,592,897

11 教 育 費 194,116,049 75,423 194,191,472

1 教 育 総 務 費 11,623,468 22,621 11,646,089

4 特 別 支 援 学 校 費 16,336,088 2,127 16,338,215

5 高 等 学 校 費 42,801,995 21,606 42,823,601

8 保 健 体 育 費 10,006,863 29,069 10,035,932

歳 出 合 計 838,708,813 6,856,341 845,565,154
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　　第２表　繰越明許費

　　第３表　債務負担行為補正

    事　　  業 　　 名 金   額

千円

9 土 木 費 2 道 路 橋 梁 費 道路改築費 310,000

9 土 木 費 3 河 川 費 広域河川改修費 320,000

9 土 木 費 3 河 川 費 河川受託事業費 243,000

9 土 木 費 4 砂 防 費 通常砂防費 151,000

9 土 木 費 4 砂 防 費 火山砂防費 54,000

9 土 木 費 4 砂 防 費 急傾斜地崩壊対策費 40,000

1,118,000

款 項

合　　　      　　　　       計

 追　　加

　　　 事　　　　　　　項 　期　　　　　　　間 限 度 額

千円

庁舎管理事業 平成26年度 171,750

合同庁舎管理事業 平成26年度 96,003



  

安心こども基金事業 平成26年度 262,400

技術専門校職業訓練事業 平成26年度 73,290

緊急雇用創出基金事業 平成26年度 150,000

「おいしい信州ふーど（風土）」プロジェクト推進事業 平成26年度 59,048

農業大学校事業 平成26年度 25,766

農作物等災害経営支援利子助成 平成26年度～平成30年度 12,153

林業大学校事業 平成26年度 10,364

道路防災事業 平成26年度 259,000

道路改築事業 平成26年度 890,000

河川改修事業 平成26年度 105,000

通常砂防事業 平成26年度 80,000

急傾斜地崩壊対策事業 平成26年度 77,500

街路事業 平成26年度 96,000

総合指揮室大型表示装置賃借料 平成26年度～平成30年度 146,885

特別支援学校整備事業 平成26年度 25,589

山岳遭難防止対策推進事業 平成26年度 12,259
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　　第４表  地方債補正

起　債　の　方　法 利 率 償 還 の 方 法

農業農村整備事業費 1,531,000 9,000 1,540,000

5.0

％

以内

合        計 125,130,134 9,000 125,139,134

起  債  の  目  的

補　正　前　の

限  　度　  額

補　　正　　額

補　正　後　の

限  　度　  額

１　政府資金については、

　その融通条件による。

２  銀行その他の資金につ

　いては、その債権者との

　協定による。

千円 千円 千円

１　資　金

　　政府資金、銀行その他

２　方　法

　　普通貸借又は債券発行

　（他の地方公共団体との

  共同発行を含む。）

３　その他

　　発行価格が額面金額を

　下回るときは、それぞれ

　の発行価格差減額を埋め

　るために必要な金額をそ

　れぞれの限度額に加算し

　た金額を限度額とする。



　 第　２  号　 第　２  号　 第　２  号　 第　２  号

　　　平成25年度長野県流域下水道事業費特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

　　１　歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3億9,575万6千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ133億4,465万3千円

　　　とする。

　　２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入歳出予算補正」

　　　による。

　　第１表　歳入歳出予算補正

款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

6 繰 越 金 － 395,756 395,756

1 繰 越 金 － 395,756 395,756

歳 入 合 計 12,948,897 395,756 13,344,653

平成25年度長野県流域下水道事業費特別会計補正予算（第３号）案平成25年度長野県流域下水道事業費特別会計補正予算（第３号）案平成25年度長野県流域下水道事業費特別会計補正予算（第３号）案平成25年度長野県流域下水道事業費特別会計補正予算（第３号）案

歳 　　　　　　　　　入
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款 項 補正前の額 補　正　額 計    

千円 千円 千円

1 流 域 下 水 道 事 業 費 8,949,597 395,756 9,345,353

1 流 域 下 水 道 管 理 費 4,291,292 395,756 4,687,048

歳 出 合 計 12,948,897 395,756 13,344,653

歳 　　　　　　　　　出


